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子育て世帯への支援
（子ども・ひとり親世帯応援臨時給付金）

提出期限　令和２年８月３１日（月）まで

申請・問合せ先

学生への支援
（大学生等応援臨時給付金）

事業者への支援
（事業継続臨時給付金）

子育て世帯を対象に
中学生まで１万円、
高校生２万円
（ひとり親世帯１万円加算）

申請書（黄色）に必要事項を記入
し、返信用封筒で郵送または直接
提出してください。
（申請書は6/10に対象者へ送付済
です）

八峰町新型コロナウイルス総合対策室
〒018-2502　八峰町峰浜目名潟字目長田118番地（八峰町役場２階）
専用ダイヤル　☎７４－７４７４

大学・短大・専門学校等に通う学
生に５万円
（※申請者は保護者の方です）

申請書（水色）に必要事項を記入
し、在学証明書の写しを添えて返
信用封筒で郵送または直接提出し
てください。
（申請書は6/10に全戸配布済です）

３月～６月の期間で、前年同月と
比較して売上が
15％～20％未満減少・・10万円

20％以上減少・・20万円

申請書および添付書類を郵送また
は持参提出してください。

※各給付金の申請書は町ホームページからダウンロードできます。（ネットでの申請は行っていません）
※詳細につきましては、下記へお問い合わせください。

八峰町新型コロナウイルス総合対策室からのお知らせ
給付金の申請はお済みですか？

福祉保健課からのお知らせ

　令和２年８月１日から後期高齢者医療制度の被保険者証が「山吹色の被保険者証」に変わりま
す。７月下旬にお届けしますので、８月１日以降は新しい被保険者証を病院や薬局などの窓口に
提示してください。

　  
　

○現在、「限度額適用・標準負担額減額認定証」 をお持ちの方へ
　現在交付を受けている方で、昨年度に引き続き令和２年度も住民税非課税世帯の方については、
８月１日からの「限度額適用・標準負担額減額認定証」（白いカード）を被保険者証と一緒にお
届けします。

　入院したときに、この認定証を提示すると、入院時一部負担金と食事の負担額が減額されま
す。過去に交付を受けていない方については送付されませんので、世帯員全員が住民税非課税
で認定証が必要な方は、「福祉保健課」で申請をしてください。

○現在、「限度額適用認定証」 をお持ちの方へ
　現在交付を受けている方で、昨年度に引き続き令和２年度も現役Ⅰまたは現役Ⅱとなる方につ
いては、８月１日からの「限度額適用額認定証」（白いカード）を被保険者証と一緒にお届けし
ます。
　過去に交付を受けていない方については送付されませんので、認定証が必要な方は「役場福
祉保健課」で申請をしてください。

※例年、被保険者証のみを切り取り、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額
適用認定証」を切り取らずに捨てられてしまう事例が多発しています。
　現在交付を受けている方は、被保険者証と一緒に送付されます。
　被保険者証の裏に同封されておりますので、必ずご確認くださいますようお願いいたします。

■問合せ先　　福祉保健課　保険年金係　☎76－4608

　令和２年度の保険料額をお知らせする通知書をお届けします。保険料のお支払方法は、

　・特別徴収（年金からの納付）
　・普通徴収（口座振替または納付書での納付）　
　　
　となります。特別徴収の対象とならない方の保険料は、口座振替または納付書で納めていただ
くことになっておりますが、納め忘れがなく、納付の手間も省けるため、便利で安心な口座振替
がおすすめです。

後期高齢者医療の被保険者証が新しくなります

後期高齢者医療の保険料決定通知書が7月中旬に届きます

今までの被保険者証（薄赤色） 新しい被保険者証（山吹色）

〈有効期限〉

令和２年７月３１日まで

〈有効期限〉

令和２年８月１日～（１年間）


